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○三条市市道消雪施設工事補助金交付要綱 
平成17年５月１日 

告示第111号 

改正　平成24年７月19日告示第398号 

令和３年４月１日告示第468号 

令和４年４月１日告示第130号 

令和５年４月１日告示第137号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、三条市補助金等交付規則（平成17年三条市規則第41号）の規定に基づ

き、降雪期における機械除雪困難な市道の交通確保を図るための沿線地区住民による市道

消雪施設整備工事に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象） 

第２条　補助金の交付の対象とすることができる消雪施設整備の工事費（以下「工事費」と

いう。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1)　消雪パイプ工事（配管） 

(2)　消雪削井工事（電気施設及びポンプ施設を含む。） 

(3)　修繕工事（20メートル以上の配管又はノズル交換、電気施設及びポンプ取替え）。 

(4)　その他市長が特に必要があると認める市道消雪施設の修理又は取替えに係る工事 

（補助金の交付） 

第３条　市長は、工事を施工するもの（以下「施工者」という。）に対し予算の範囲内にお

いて補助金を交付することができる。 

２　前条各号に掲げる工事費に対する補助金の額は、市長が別に定める補助基準工事費に基

づき算定した次に掲げる額とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額とする。 

(1)　市の建築物（都市公園、児童遊園その他市長が別に定める施設を含む。以下同じ。）

が市道に面している場合　次に定める額を合算した額とする。 

ア　市の建築物が市道に面する部分の長さの当該市道の消雪パイプ延長に対する割合

を当該補助基準工事費（補助基準工事費に満たない場合は、当該工事費。以下同じ。）

に乗じて得た額（以下「間口割額」という。） 

イ　補助基準工事費から間口割額を減じて得た額の10分の５の額 

(2)　前号に掲げる以外の場合　補助基準工事費の10分の５の額とする。 
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（補助対象認定申請） 

第４条　補助金の交付を受けようとする施工者は、あらかじめ毎年度市長が別に定める期間

内に、様式第１号により次年度補助対象認定申請書を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、様式第２号によりその結果を

当該申請者に通知しなければならない。 

（補助金の交付申請） 

第５条　前条の規定により補助金交付対象の認定を受けた施工者は、市長の指定する日まで

に補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1)　位置図、工事計画平面図（縮尺500分の１） 

構造図（縮尺30分の１） 

(2)　地域代表者の誓約書（様式第３号） 

(3)　工事施工沿線住民全員の工事施工に関する同意書 

（工事完了届） 

第６条　施工者は、工事を中止し、変更し、又は完了したときは、速やかに市長に届け出な

ければならない。 

２　市長は、前項の規定による工事完了届（様式第４号）を受けたときは、速やかにしゅん

工検査の上、補助金の額を確定するものとする。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、平成17年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三条市市道消雪施設工事補助金交付要綱

（昭和52年三条市制定）、栄町公共土木事業実施補助基準規則（昭和61年栄町規則第２号）

又は下田村道路工事等補助交付要綱（平成16年下田村制定）の規定によりなされた手続そ

の他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

附　則（平成24年７月告示第398号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附　則（令和３年４月告示第468号） 

（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 
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２　この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものと

みなす。 

附　則（令和４年４月告示第130号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附　則（令和５年４月告示第137号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 


